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第２７回足利市農業委員会議事録 

 

足利市農業委員会会長 長谷川良光は、令和４年８月２５日、午前９時００分、農業委

員を足利市役所に召集し、第２７回足利市農業委員会を開催した。 

 

１ 出席した委員は、次のとおりである。 

議席

番号 
氏  名 

議席

番号 
氏  名 

議席

番号 
氏  名 

  １ 小山 勉   ２ 桐生さとみ   ３ 石𣘺孝雄 

  ４ 藤生正浩   ５ 清水 茂   ６ 岡村奏一 

  ７ 本島一喜    ９ 三田照子 

１０ 星野雅彦 １１ 森山正和 １２ 河内義昭 

１３ 長谷川良光 １４ 赤坂安一 １５ 遠藤茂太 

 

１ 出席した農地利用最適化推進委員は次のとおりである。 

蓼沼克夫、松﨑茂夫、青木芳光、長竹武男、鴇田忠夫、岩本仙太郎、本嶋ミチ子、 

嶋田重雄、関口孝雄、入江泰三、湯澤 有、齋藤 幹、沖山匡弘、岡田哲也、 

平塚和弘、小林重雄、田島哲夫 

１ 出席した職員は、次のとおりである。 

局長 安西 健、次長 河内 厚、主幹 原島一晃、副主幹 齋藤玲子、主査 杉戸政徳 

１ 書記は、次のとおりである。 

主査 本田未央子 

１ 会議事件は、次のとおりである。 

(議事日程のとおり) 

１ 会議の概要は次のとおりである。 

局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告いたします。ただいまの出席委員は１４名であります。 

欠席委員は８番 柏瀬委員であります。 

推進委員の出席は１７名であります。 

なお、推進委員の皆さんは農業委員会等に関する法律第２９条により担当

地区の農地等の最適化の推進について意見を述べることができます。 

本日の議事日程について報告いたします。 

日程第１ 議事録署名委員の決定について 

日程第２ 農地法第４条及び第５条の規定による届出に係る事務局長専決 

処理について 

日程第３ 議案第１号から議案第７号までについて 

議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 
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議長 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

主幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

４番 

 

主幹 

 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

議案第４号 特定農地貸付承認申請について 

議案第５号 農用地利用集積計画の決定について 

議案第６号 農用地利用配分計画（案）に係る市長からの協議について 

議案第７号 足利農業振興地域整備計画の変更（編入）に係る市長からの 

協議について 

以上であります。 

ただいま局長から報告のあったとおり、出席委員１４名で定足数に達して

おりますので、これより第２７回足利市農業委員会総会を開会いたします。 

【午前９時９分 開会】 

それでは日程に入ります。 

日程第１ 議事録署名委員の決定についてを議題といたします。 

議事録署名委員は、議長において指名することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、よって議事録署名委員は議長において指名いたします。 

６番 岡村委員、１４番 赤坂委員を指名いたします。ご異議ございません

か。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議事録署名委員は両名と決定いたしました。 

続いて日程第２ 農地法第４条及び第５条の規定による届出に係る事務局

長専決処理について、事務局からの報告を求めます。 

議案書の１ページをお開き下さい。 

農地法第４条及び第５条の規定による届出に係る事務局長専決処理につい

て、総括表に基づきましてご報告いたします。 

農地法第４条の届出は、件数が４件、筆数が５筆、面積が１，５４１．７１

㎡です。 

農地法第５条の届出は、件数が１４件、筆数が２０筆、面積が６，５８７．

４０㎡です。 

合計いたしまして、件数が１８件、筆数が２５筆、面積が８，１２９．１１

㎡です。 

詳細につきましては、第４条の届出が２ページ及び３ページに、第５条の届

出が４ページから７ページまでに掲載しております。 

以上報告いたします。 

ただいま、事務局から報告致しましたが、ご質問はございませんか。 

４番 藤生委員。 

４番 藤生です。第５条の１０番は、事前着工していたと思われますが、こ

のような際の対応について教えてください。 

市街化調整区域では、申請地のすべてを現地確認し、事前着工があった場合

は原状回復を求めたり、始末書の提出を促すことがあります。しかし、市街化
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議長 

 

 

 

 

主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

１番 

 

 

 

 

 

 

 

区域は、届出の受理をもって転用が発効しますので、現地調査は行わず、始末

書も求めません。このような制度になっていますので、ご承知ください 

それでは、専決処理についてご了承願います。 

続いて日程第３に入ります。 

議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請についてを議題と

いたします。 

事務局の説明を求めます。 

議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請について、ご説明いたしま

す。 

８月の申請件数は３件でした。 

１番、申請地は名草下町地内の田、２４６㎡です。譲受理由は、自宅に近く

耕作に便利なためで、譲渡理由は、経営を縮小したいというものです。契約内

容は所有権移転の売買です。 

調査書は５１ページにあり、各項目とも適正なものと判断します。 

現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

２番、申請地は松田町地内の田、１，０１０㎡ほか１筆、計１，３３０㎡で

す。譲受理由は、自宅に近く耕作に便利なためで、譲渡理由は高齢で耕作でき

ないため、というものです。 

契約内容は所有権移転の売買です。 

調査書は５２ページにあり、各項目とも適正なものと判断します。 

現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

３番、申請地は島田町地内の田、２，４６９㎡です。譲受理由は、耕作地に

近く経営規模を拡大するためで、譲渡理由は高齢で農地を維持するのが困難、

というものです。 

契約内容は所有権移転の売買です。 

調査書は５３ページにあり、各項目とも適正なものと判断します。 

現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

以上、３条許可申請３件です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

本件は先に１番を上程いたします。 

本件は調査班が調査しておりますので、報告を求めます。 

１番 小山委員。 

１番 小山です。 

実情調査の結果を報告いたします。 

資料の５１ページをご覧下さい。 

調査年月日は令和４年８月１７日、水曜日、午前８時３０分から、調査班は

三田委員を班長といたしまして、桐生委員、石𣘺委員、長谷川会長、私の５名

で調査を行いました。 

調査対象、契約内容、申請理由については事務局から説明がありましたので

省略いたします。 
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議長 

 

青木推進委員 

長竹推進委員 

議長 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

３番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

湯澤推進委員 

今回の調査は、３条許可申請に伴い、申請地１筆の確認を行ったものであり

ます。譲受人の自作地については、合計５０筆を事前に事務局で確認し、適正

に耕作がなされていることの報告を受けましたので、現地確認は省略させて

いただきました。 

申請地は譲受人の自宅に近接しており、営農する他の農地の耕作状況など

からも、周辺農地への農業上の支障はないものと判断いたしました。 

また、別紙調査書に基づき、許可基準の要件を満たしていることを確認した

ため、許可相当と判断いたしました。 

以上で、報告を終わります。 

ただいま報告のあった本件について、地区推進委員から意見等ございます

か。 

問題ありません。 

同じく、ありません。 

ただいま報告のあった本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件を許可することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第１号 １番はそのように決定いたしました。 

続いて２番を上程いたします。 

本件も調査班が調査しておりますので、報告を求めます。 

３番 石𣘺委員。 

３番 石𣘺です。 

実情調査の結果を報告いたします。 

資料の５２ページをご覧下さい。 

調査年月日・調査班は１番と同様です。 

調査対象、契約内容、申請理由については事務局から説明がありましたので

省略いたします。 

今回の調査は、３条許可申請に伴い、申請地２筆の確認を行ったものであり

ます。譲受人の自作地については、合計１０筆を事前に事務局で確認し、適正

に耕作がなされていることの報告を受けましたので、現地確認は省略させて

いただきました。 

申請地は譲受人の自宅に近接しており、営農する他の農地の耕作状況など

からも、周辺農地への農業上の支障はないものと判断いたしました。 

また、別紙調査書に基づき、許可基準の要件を満たしていることを確認した

ため、許可相当と判断いたしました。 

以上で、報告を終わります。 

ただいま報告のあった本件について、地区推進委員から意見等ございます

か。 

問題ありません。ただ、譲受人が高齢ですが、大丈夫でしょうか。以前、買
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議長 

 

 

入江推進委員 

 

議長 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

３番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

岡田推進委員 

議長 

 

６番 

 

 

 

 

う側は若い人でないと、と説明を受けたことがあります。 

譲受人に年齢制限はありません。確かにこの譲受人は年配ですが、これまで

一生懸命に営農してきた人です。議案書の申請理由を、もっと丁寧に表記する

ようお願いします。 

当申請地は、譲受人が借りて、長きにわたり苗間として使っていました。譲

受人は自身の弟と営農をしており、耕作に問題はありません。 

では、ただいま報告のあった本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件を許可することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、２番はそのように決定いたしました。 

続いて３番を上程いたします。 

本件も調査班が調査しておりますので、報告を求めます。 

３番 石𣘺委員。 

３番 石𣘺です。 

実情調査の結果を報告いたします。 

資料の５３ページをご覧下さい。 

調査年月日・調査班は１番と同様です。 

調査対象、契約内容、申請理由については事務局から説明がありましたので

省略いたします。 

今回の調査は、３条許可申請に伴い、申請地１筆の確認を行ったものであり

ます。譲受人の自作地については、合計４３筆を事前に事務局で確認し、適正

に耕作がなされていることの報告を受けましたので、現地確認は省略させて

いただきました。 

申請地は譲受人の耕作地に近接しており、営農する他の農地の耕作状況な

どからも、周辺農地への農業上の支障はないものと判断いたしました。 

また、別紙調査書に基づき、許可基準の要件を満たしていることを確認した

ため、許可相当と判断いたしました。 

以上で、報告を終わります。 

ただいま報告のあった本件について、地区推進委員から意見等ございます

か。 

問題ありません。 

ただいま報告のあった本件について、意見を求めます。 

６番 岡村委員。 

６番 岡村です。 

 農業委員として、推進委員と連携し、地元の農地の集積・集約化活動をして

いますが、今回の売買は、議案書で初めて知りました。ここは農振農用地、い

わゆる優良農地です。集約化に向けて、事務局とより一層情報共有をしていき

たいのですが。 
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議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報共有については、総会後の全員協議会で皆さんと協議したいと思いま

す。ここでは、所有権移転に関する審議とさせてください。 

それでは、本件を許可することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、３番はそのように決定いたしました。 

続いて議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請についてを

議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請について、ご説明いたしま

す。 

４条は農地の所有者が自らの目的のために転用を行う、自己転用の申請で

す。 

８月の申請件数は一般住宅用地が１件でした。 

１番、申請地は寺岡町地内の畑、５８㎡ほか１筆、計２５９㎡です。 

施設の概要は一般住宅用地で、従前より住宅敷地として一体的に利用して

いたものを是正するためと、駐車スペースを拡張するために申請したもので

す。申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第

１種農地です。 

調査書は５４ページにあり、各項目とも適正なものと判断します。 

現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

以上、４条許可申請１件です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件を許可することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第２号はそのように決定いたしました。 

続いて議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請についてを

議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

議案第３号、農地法第５条第１項の規定による許可申請について、ご説明い

たします。 

８月の申請件数は１３件、うち一般住宅４件、資材置場２件、駐車場１件、

太陽光６件でした。議案書の後半にある個別の調査書を見ながらご説明いた

します。 

では、議案書５５ページをお開きください。 

１番、申請地は名草上町地内の田、１，０１１㎡ほか３筆、計３，５５１㎡

です。 

施設の概要は太陽光発電設備用地で、太陽光発電パネル６２４枚を１，６０

３．６８㎡に設置するものです。申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有
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権移転の売買、農地区分は第２種農地です。 

調査書の各項目とも適正なものと判断します。 

現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

議案書６３ページをお開きください。 

２番、申請地は大月町地内の田、４７５㎡です。 

施設の概要は一般住宅１棟で、延床面積１１８．００㎡を建築するもので

す。申請理由は記載のとおりで、契約内容は使用貸借権の設定、農地区分は第

２種農地です。 

調査書の各項目とも適正なものと判断します。 

現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

議案書６４ページをお開きください。 

３番、申請地は名草下町地内の畑、３６３㎡ほか１筆、計９６７㎡です。 

施設の概要は駐車場用地です。申請理由は記載のとおりで、契約内容は賃借

権の設定、農地区分は第２種農地です。３年間の一時転用だったものを、この

度、恒久転用に切り替えるものです。 

調査書の各項目とも適正なものと判断します。 

現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

議案書６５ページをお開きください。 

４番、申請地は名草下町地内の田、２０７㎡ほか１筆、計４９１㎡です。 

施設の概要は一般住宅１棟で、延床面積１０９．３０㎡を建築するもので

す。申請理由は記載のとおりで、契約内容は使用貸借権の設定、農地区分は第

２種農地です。 

調査書の各項目とも適正なものと判断します。 

現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

議案書６６ページをお開きください。 

５番、申請地は名草上町地内の田、１，８５４㎡ほか１筆、計３，３６１㎡

です。 

施設の概要は太陽光発電設備用地で、太陽光発電パネル７０８枚を１，８１

９．５６㎡に設置するものです。申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有

権移転の売買、農地区分は第２種農地です。 

調査書の各項目とも適正なものと判断します。 

現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

議案書６７ページをお開きください。 

６番、申請地は名草上町地内の田、９２５㎡ほか３筆、計２，９１４㎡です。 

施設の概要は太陽光発電設備用地で、太陽光発電パネル５５２枚を１，４１

８．６４㎡に設置するものです。申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有

権移転の売買、農地区分は第２種農地です。 

調査書の各項目とも適正なものと判断します。 

現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 
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議案書６８ページをお開きください。 

７番、申請地は堀込町地内の畑、３７３㎡です。 

施設の概要は一般住宅１棟で、延床面積１０４．５４㎡を建築するもので

す。申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第

２種農地です。 

調査書の各項目とも適正なものと判断します。 

現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

議案書６９ページをお開きください。 

８番、申請地は島田町地内の田、１，１１０㎡です。 

施設の概要は資材置場兼駐車場用地です。申請理由は記載のとおりで、契約

内容は所有権移転の売買、農地区分は第２種農地です。 

調査書の各項目とも適正なものと判断します。 

現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

議案書７０ページをお開きください。 

９番、申請地は羽刈町地内の畑、６０８㎡です。 

施設の概要は一般住宅１棟で、延床面積１０９．３０㎡を建築するもので

す。申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第

２種農地です。 

調査書の各項目とも適正なものと判断します。 

現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

議案書７１ページをお開きください。 

１０番、申請地は小曽根町地内の田、９９８㎡ほか２筆、計１，２７５㎡で

す。 

施設の概要は太陽光発電設備用地で、太陽光発電パネル１６８枚を４３３．

４０㎡に設置するものです。申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有権移

転の売買、農地区分は第２種農地です。 

調査書の各項目とも適正なものと判断します。 

現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

議案書７２ページをお開きください。 

１１番、申請地は野田町地内の畑、７５２㎡です。 

施設の概要は太陽光発電設備用地で、太陽光発電パネル２００枚を３６４

㎡に設置するものです。申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有権移転の

売買、農地区分は第２種農地です。 

調査書の各項目とも適正なものと判断します。 

現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

議案書７３ページをお開きください。 

１２番、申請地は野田町地内の田、３９６㎡ほか１筆、計１，２７９㎡です。 

施設の概要は太陽光発電設備用地で、太陽光発電パネル３６０枚を６５５．

２０㎡に設置するものです。申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有権移
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転の売買、農地区分は第２種農地です。 

調査書の各項目とも適正なものと判断します。 

現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

議案書７４ページをお開きください。 

１３番、申請地は野田町地内の畑、１０６㎡ほか１筆、計５０２㎡です。 

施設の概要は資材置場兼駐車場用地です。申請理由は記載のとおりで、契約

内容は所有権移転の売買、農地区分は第２種農地です。 

調査書の各項目とも適正なものと判断します。 

現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

以上、５条許可申請１３件です。ご審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

本件は先に１番を上程いたします。 

本件は調査班が調査しておりますので、報告を求めます。 

１番 小山委員。 

１番 小山です。 

実情調査の結果を報告いたします。 

資料の５６ページをご覧下さい。 

調査年月日、調査班は、議案第１号と同じです。 

調査対象、契約内容、申請理由については、事務局から説明がありましたの

で省略いたします。 

今回、５条許可申請の実情について、申請地の現地確認と、申請人および申

請代理人の出席のもと、聞き取り調査を行いました。 

本件は、本市で太陽光発電事業を営む申請人が、事業の拡大を目的に申請地

を譲り受け、太陽光発電設備用地として利用したいというものです。 

高圧の発電設備用地として必要な広さを確保できる土地を市内で探したと

ころ、本申請地が条件に合致したとのことでした。 

発電出力は３３６．９キロワットで、売電単価は税抜き１１円、年間約３５

０万円の売電収益となり、９年目には収支がプラスになる計画です。転用にか

かる費用の全額を自己資金で賄います。 

事業計画によると、整地のみを行い、造成はありません。 

周辺の農地が耕作中であることから、草刈りや水路の堀さらいなどを計画

的に行い、耕作者に影響が及ぶことのないように念を押し、了解を得ました。 

また、申請地は中山間地で田園風景が広がる風光明媚な場所であり、工事に

あたって地域との軋轢が生じることのないように指示しました。加えて、今後

の事業を計画するにあたっては、地域の景観に注意を払うことも必要ではな

いかと提案しました。 

申請地は、東は道路および田、北と南と西は田ですが、同時に転用申請がな

されています。水路機能が維持されれば残存する農地に影響はないと考えま

す。 
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結論として、申請地は名草上町中央部の第２種農地であり、申請人の実情か

ら転用の必要性が認められ、別紙調査書の許可基準を満たしていることから、

調査班としては許可相当と判断いたしました。 

以上で、報告を終わります。 

ただいま報告のあった本件について、地区推進委員から意見等ございます

か。 

申請地の西側には幅１ｍほどの素掘りの水路があり、集中豪雨など大雨の

際に、山からの水が流れます。ただ現在、イノシシやシカなどによって水路が

壊されているようなので、パネル施工の際に、雨水がうまく流れるよう工事を

するよう伝えてほしいです。 

申請代理人を通じて譲受人に伝えます。引き続き、現地で気づいた点があれ

ば、教えてください。 

ただいま報告のあった本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件を許可することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第３号 １番はそのように決定いたしました。 

続いて２番から１３番までを上程いたします。 

本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件を許可することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第３号 ２番から１３番まではそのように決定いた

しました。 

続いて、議案第４号 特定農地貸付承認申請についてを議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

議案書の１４ページをお開きください。 

議案第４号、特定農地貸付承認申請について、ご説明いたします。 

本件は、申請人が市民農園を開設するため、特定農地貸付けに関する農地法

等の特例に関する法律、通称「特定農地貸付法」の第３条第１項の規定による

承認の申請を当委員会に行ったものです。特定農地貸付法の承認を受けるこ

とで、農地法第３条第１項に基づく許可申請手続きが不要となり、非農家の方

でも市民農園の区画を借りられるようになるということが、特定農地貸付法

の大きなメリットでございます。 

今回の申請内容ですが、土地の所在は福居町、面積は８９１．１３㎡、市街

化区域の第１種住居地域にある畑です。申請人は議案書に記載のとおりです。

貸付け内容は、２１㎡と３６㎡、大小２種類の区画を、合わせて２６区画設

け、貸付期間を１年として、記載の貸付料を取って市民農園を運営したいとい

うものです。 
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利用者を募集する方法は、市の広報紙やチラシ、掲示等で周知し、利用者の

選考は、申し込み順で行うというもので、公平かつ適正な方法で行うものと考

えられます。 

権利の種類は所有権です。市民農園の開設者が自ら所有する農地で行うも

のとなります。 

議案書の７６ページから８１ページまでに、位置図、公図の写し、特定農地

貸付法第３条に基づく承認申請書と、必要な添付書類として貸付規程、区画

図、貸付協定、利用者心得を掲載しておりますので、あわせてご確認をお願い

します。なお、特定農地貸付法第３条の申請手続きをするにあたっては、申請

に先立ち、農園が所在する市町村と開設者との間で、貸付に関する協定を結ぶ

こととなっておりますが、本件は申請人と足利市の間ですでに当該協定を締

結しており、８０ページに掲載のとおり、協定書の写しを申請書に添付してお

ります。 

以上、ご審議をよろしくお願いいたします。 

本件は調査班が調査しておりますので、報告を求めます。 

２番 桐生委員。 

２番 桐生です。 

実情調査の結果を報告いたします。 

資料の７５ページをご覧下さい。 

調査年月日、調査班は、議案第１号と同じです。 

調査対象、貸付内容については、事務局から説明がありましたので省略いた

します。 

今回、特定農地貸付けの実情について、申請地の現地確認と、申請人および

管理人の出席のもと、聞き取り調査を行いました。 

管理人は３年前から市民農園を開設したいと考えていましたが、利便性の

高い市街化区域の農地では宅地として売却したい地権者が多く、計画が難航

していたところ、地元の方より農地として土地を活用したいと考えていた申

請人を紹介いただいたそうです。なお、申請人と管理人は開設者と管理人とし

て契約を取り交わし、管理人は特定農地貸付規程にある管理人業務を担いま

す。 

全２６区画のうち、２０区画程度の申し込みを想定しています。 

借受者の募集方法は、あしかがみへの掲載・チラシ配布を行い、申込み順で

選考するとのことです。 

各区画の貸付期間は１年間で毎年更新とし、適切な利用を確保するために

利用者心得を作成しました。賃借料は全区画埋まれば固定資産税、光熱費を賄

える程度の金額に設定したそうです。 

結論として、貸付農地の位置及び規模、募集及び選考の公平性、貸付期間そ

の他の条件等を調査した結果、調査班としては特定農地貸付けを承認するこ

とが相当と判断いたしました。 
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以上で、報告を終わります。 

ただいま報告のあった本件について、地区推進委員から意見等ございます

か。 

住宅地の中で、周辺住民にどのような影響が出るのか不安もありますが、計

画どおりに活用してもらえれば問題ないと思います。 

ただいま報告のあった本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件を承認することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第４号はそのように決定いたしました。 

続いて議案第５号 農用地利用集積計画の決定についてを議題といたしま

す。 

事務局の説明を求めます。 

議案書の１５ページをお開きください。 

議案第５号、農用地利用集積計画の決定について、ご説明いたします。 

今回は、農業経営基盤強化促進法に基づく貸借、いわゆる利用権と、農地中

間管理事業法に基づく貸借の２つの計画があります。 

では、まず、利用権からです。 

議案書の１６ページをご覧下さい。今回の議案の総括表であります。貸借権

設定が４件で、面積は８，１３７㎡です。所有権移転は２件で、面積は２，２

００㎡です。 

詳細につきましては、貸借権設定を１７ページと１８ページに、所有権移転

を１９ページに掲載しております。 

なお、貸借権設定の１番については、新規就農の案件ですのでご説明いたし

ます。 

ここで、皆さまにお詫びです。議案書の追加がございます。一緒に印刷をし

忘れました。申し訳ありません。追加分の８２ページをお開きください。 

８月１７日に開催された運営委員会の資料となっております。申請人は朝

倉町在住の非農家で、申請地を借り受け、ぶどうや野菜などの栽培を行うとい

うものです。申請地は藤本町にある田 ２，１３８㎡で、契約期間は３年間で

す。 

議案書８２ページ右側から８４ページまでに、営農計画書、位置図、地籍

図、現地写真、利用権設定申出書を掲載しております。 

以上、審議の後、承認をいただきましたら、８月３１日付けで公告の手続き

を行います。 

以上ご審議をお願い致します。 

本件は先に貸借権設定の１番を上程いたします。 

本件は運営委員会で調査しておりますので、報告を求めます。 

１５番 遠藤運営委員長。 
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１５番 運営委員長の遠藤です。 

新規就農について、運営委員会の実情調査の結果を報告いたします。 

今回は、申請人からの農地の利用権設定の承認の申出に伴い、別添の申請資

料にもとづきまして、申請人出席のもと、実情調査を行いました。 

調査年月日は、令和４年８月１７日、水曜日、午後１時３０分から、運営委

員４名で調査を行いました。 

申請内容、申請理由については、事務局から説明がありましたので省略いた

します。 

申請人は１７年前、市内の市街化区域の農地を借り受け、ぶどう栽培を始め

ました。現在は、堀込町の転用済地の一部で、ぶどうのほか、ねぎ、ジャガイ

モなどの野菜を栽培しています。 

現在の圃場も、市街化区域であり、住宅に囲まれているため肥料が十分に撒

けず、農産物の品質向上に苦心しているとのことで、このたび、申出地を借り

受け、土づくりからじっくり行い、平地でも美味しいぶどうができる栽培体系

を確立させ、息子へつなぐことが夢とのことです。 

申出地は農振農用地ですが、道路面と同じ高さで、周囲の田と一体的に利用

できないため、集積への影響はないと判断されます。 

営農指導は、安足農業振興事務所から受ける予定で、「直売所などへの販売

が可能な品質をめざす」という本人の強い営農意欲と、家族の協力および後継

者もいることから、運営委員会といたしまして、申請人の新規就農および利用

権設定を承認したいと考えています。 

以上で、報告を終わります。  

ただいま報告のありました本件について、意見を求めます。 

３番 石𣘺委員。 

３番 石𣘺です。申請地は、譲渡人が以前使っていた堆肥置場でしょうか。 

違います。堆肥置場は申請地から南へいったところで、転用の手続きもきち

んと済んでいます。 

それでは、本件を承認することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第５号 貸借権設定の１番はそのように決定いたし

ました。 

続いて、貸借権設定の２番を上程いたします。 

ここで、農業委員会等に関する法律、議事参与制限により、１４番 赤坂委

員の退席を求めます。 

【午前１０時１４分 退席】 

本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件は計画のとおり決定することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 
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異議なしと認め、 貸借権設定の２番はそのように決定いたしました。 

ここで、関連事案の審議が終了しましたので、退席した赤坂委員の出席を求

めます。 

【午前１０時１５分 出席】 

続いて貸借権設定の３番及び４番と所有権移転についてを上程いたしま

す。 

本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件は計画のとおり決定することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、貸借権設定の３番及び４番と所有権移転についてはその

ように決定いたしました。 

同じく、議案第５号 農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画一括方

式及び配分計画方式を上程いたします。 

事務局の説明を求めます。 

続きまして、中間管理事業に基づく集積計画をご説明いたします。議案書の

２０ページをお開きください。 

最初は、一括方式というもので、この計画を、市長が公告することで、出し

手から機構、機構から受け手への農地の権利移動が、一括して行われるという

ものです。２１ページに総括表がございます。農地の所有者、耕作者がそれぞ

れ、農地中間管理機構と貸借の契約を締結するもので、件数は１４件、面積は

１６，６５３㎡となります。いずれも利用権の更新に伴う機構への借り換えと

なっています。 

こちらも審議の後、承認をいただきましたら、８月３１日付けで公告の手続

きを行います。 

続きまして、中間管理事業の配分計画方式をご説明いたします。議案書の２

７ページをお開きください。 

こちらは、一括方式が創設される以前の、当初からある手続きで、集積計画

の公告によって中間管理権が発生し、機構への貸付けが行われます。その後、

その貸付地を借り受ける受け手を配分計画案として農業委員会が決定し、配

分計画案を県へ提出し、県が配分計画を認可して受け手の権利が発生する、と

いう仕組みです。続く議案第６号に関連しています。 

今回の案件は、今年度、国が新しく創設した、遊休農地解消緊急対策事業を

活用するに当たり、中間管理事業法の配分計画方式で手続きをするものです。 

解消事業の対象要件ですが、農地パトロールに基づく遊休農地であること

はもちろんですが、農振農用地、いわゆる青地であること、機構へ１０年以

上、使用貸借で貸し付けることとなっています。遊休農地の解消に当たって

は、所有者または耕作者の負担となり、解消費用のうち、１０a 当たり４３，

０００円が助成されます。 
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今回の多田木町については、９月１日付けで機構に農地が預けられ、機構が

解消に入るという流れになります。ただ、機構が解消ということになっていま

すが、実際の解消は耕作者です。 

長い説明となりましたが、以上で、議案第５号 集積計画の説明となりま

す。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

本件は先に一括方式の１番を上程いたします。 

ここで、農業委員会等に関する法律、議事参与制限により、１５番 遠藤委

員の退席を求めます。 

【午前１０時２２分 退席】 

本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件は計画のとおり決定することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、 一括方式の１番はそのように決定いたしました。 

ここで、関連事案の審議が終了しましたので、退席した遠藤委員の出席を 

求めます。 

【午前１０時２３分 出席】 

続いて一括方式の２番から１４番まで及び配分計画方式についてを上程い

たします。 

本件について意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件は計画のとおり決定することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、一括方式の２番から１４番まで及び配分計画方式につい

ては、そのように決定いたしました。 

続いて、議案第６号 農用地利用配分計画（案）に係る市長からの協議につ

いてを議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

それでは、議案第６号 中間管理事業の配分計画案についてご説明いたし

ます。こちらは、先にご承認いただきました、議案第５号で機構に貸しつけら

れた農地を、担い手に配分する案となっています。議案書３２ページをお開き

ください。こちらの貸借の始期が、１１月１日からとなっています。先ほどご

承認いただいた集積計画では、９月１日に機構に農地が預けられることとな

りましたので、この２か月間で、遊休農地を解消する、というイメージです。 

こちらの配分案についてご承認いただいた後、農業委員会として「意見な

し」とした意見書を、県へ提出することとなります。 

以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

ここで、農業委員会等に関する法律、議事参与制限により、１４番 赤坂委

員の退席を求めます。 
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【午前１０時２５分  退席】 

本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件は計画のとおり承認することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、 議案第６号はそのように決定いたしました。 

ここで、関連事案の審議が終了しましたので、退席した赤坂委員の出席を求

めます。  

【午前１０時２６分  出席】 

続いて、議案第７号 足利農業振興地域整備計画の変更（編入）に係る市長

からの協議についてを議題といたします。農政課の説明員がすぐに入ります

ので、暫時休憩なしで行います。 

では、第７号議案について、市当局の説明を求めます。 

農政課の山根と申します。 

足利農業振興地域整備計画の変更について、ご意見を頂戴したく、ご説明に

お伺いいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。 

案件については担当より説明いたさせます。 

農政課の大賀と申します。 

 議案書の３３ページをお開きください。 

議案第７号、足利農業振興地域整備計画の変更案についてご説明させてい

ただきます。 

農業振興地域の整備に関する法律、いわゆる農振法に基づき、足利農業振興

地域整備計画において、農業用の利用を確保すべき土地として、農用地区域を

設定しています。 

今回は、７月の申出受付分として、農用地区域における計画の変更について

です。 

案件については、農用地区域への編入２件です。今回の意見聴取につきまし

ては、農振法施行令第５条第１項の規定に基づき、農業委員会に意見をお伺い

するものです。 

それでは、３５ページをお開きください。 

案件が２件ございますが、どちらも新たに農用地区域へ編入したいとの申

出であり、２件とも関連しておりますので、一緒にご説明させていただきま

す。 

１番の申出地は、県町地内の１筆 計２６㎡、２番の申出地は羽刈町地内の

３筆、計２２９．０８㎡となっています。 

３６ページをお開きください。１番の申出地は「あがた駅南産業団地」の南

側となっています。 

続けて３８ページをお開きください。２番の申出地は、「ローソン足利羽刈

町店」のすぐ北側の市道県筑波小通り沿いとなっています。 
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３５ページにお戻りください。 

２件とも申出の理由は、現在申出地周辺で圃場整備事業が推進されており、

今回農用地区域に編入することで、圃場整備事業への参加要件を満たし、事業

に参加をすることで、より生産性の高い農地に再整備を行いたいとの理由と

なってございます。 

４０ページを開きください。 

農振図を載せておりまして、１番および２番の申出地とも、農用地区域の縁

辺に位置し、どちらもすでに周辺の農地と一体で利用されていることを現地

調査にて確認しております。 

また、今回の申出や予定されている圃場整備事業に関わらず、農振法上“農

用地区域に含めるべき土地”として、編入すべき土地であったとも考えられま

す。 

４１ページには、今回申出地周辺で予定されている圃場整備事業の概要を

載せております。実施を予定している事業は、百頭・県町を中心とした区域に

おいて、圃場整備の実施を計画しています。 

なお、ここで記載されている区域図につきましては、あくまで現時点のもの

でございます。 

今後の調査や協議等により、一部見直しが生じる可能性がありますので、ご

承知おきください。 

以上が、今回申出のあった２件の農用地区域への編入事案の説明でござい

ます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

本件について、意見を求めます。 

３番 石𣘺委員。 

３番 石𣘺です。今回の２件の細長い申出地が発生した原因は何でしょう

か。 

いずれも、田の法面となっていますが、経緯は不明です。一度、圃場整備を

行った地域ですので、換地の都合による面積調整の結果、残ってしまったと推

測されます。 

今回の圃場整備を進める中で、確認したところ、見つかったものです。 

それでは、本件は計画のとおり承認することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第７号はそのように承認いたしました。 

ここで農政課職員の退席となります。 

【午前１０時３５分  退席】 

以上で本日の議案審議全部を終了いたしました。 

続いて報告事項 農地所有適格法人の報告書について、及び農地法第３条

の規定による許可処分の取消願いについて事務局の報告を求めます。 

議案書４２ページ、報告事項、農地所有適格法人の報告書について、ご説明
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いたします。 

今月は、３法人から報告を受け、記載のとおり法人要件が満たされているこ

とを運営委員会でも確認いたしました。 

報告は以上です。 

議案書の４２ページ②をお開きください。 

農地法第３条の規定による許可処分の取消願について、ご説明いたします。 

申請地は名草下町にあります田、面積は９７６㎡です。売買による所有権移

転のため、令和４年４月２６日付けで農地法第３条の規定による許可をいた

しましたが、このたび許可処分の取消願が申請者から提出されました。 

取消の理由は、金額の話し合いが不完全なまま申請手続きが済んでしまい、

許可後に金額の折り合いがつかず、破談となったためです。 

所有権移転登記がなされておりませんでしたので、願出に基づき、令和４年

７月１９日付けで許可処分の取消を行いました。 

以上、ご報告いたします。 

ただいま事務局より報告のあった本件について、ご意見はございませんか。 

【意見なし】 

それでは、ご了承願います。 

なお、議案末尾に農地法第１８条第６項の規定による通知について載せて

おきましたので、ご承知おきください。 

慎重なるご審議をいただき、ありがとうございました。 

以上で、第２７回足利市農業委員会総会を閉会いたします。 

【午前１０時３７分 閉会】 
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